
要支援者への個別栄養支援実施要領 

 
１ 目的 

フレイルリスクが高く、助言が必要と思われる要支援の市民を対象に管理栄 

 養士が訪問等で、フレイルに関する問題を総合的に把握し、本人や家族等へ栄 

養改善につながる助言等の積極的な支援を「フレイル高リスク対象者個別支援」 

の一つとして行い、栄養改善によるフレイル予防及び介護予防の推進を図るこ 

とを目的とする。 

２ 対象者 

  当該年度国保特定健診及び後期高齢者健診受診者のうち次の基準にすべてに 

 該当し、個別栄養支援が必要な人。ただし、ＢＭＩ（（体重（kg）/（身長ｍ））

２）20以下又は25以上の人を優先する。 

(1)  要支援認定を受けた人 

(2) 健診実施月に65歳～84歳の人  

(3) 血清アルブミン値3.8ｇ/dl以下 

(4) 前年度より体重減少5.0％以上又は後期高齢者の質問票№６「６か月間で２ 

 ～３kg以上の体重減少がありましたか」で「はい」と回答した人 

３ 従事者 

  地域包括ケア推進課職員（管理栄養士）が従事する。 

４ 実施方法 

  国保特定健診結果及び後期高齢者健診結果、国保データベースシステム（Ｋ 

 ＤＢ）を活用し、フレイルリスクの高い対象者について、関係機関との連絡・ 

調整を行った上で、個別訪問により食事等の改善・実践について助言をする。 

(1)  期間 

ア 健診結果データ入手の月から翌年３月末までとする。 

イ 個別栄養支援の期間は約３か月間とする。 

(2)  対象者の抽出 

ア 国民健康保険課及び高齢者活躍支援課から当該年度の国保特定健診結果デ 

 ータ及び後期高齢者健診結果データを地域包括ケア推進課が受理し、パスワ 

ードを設定し、保管する。 

イ 健診結果データ及び介護認定情報から対象者の基準に基づき、地区別に該 

当者一覧を作成する。 

ウ 地区別該当者一覧に基づき、地域包括支援センターへ連絡し、外来栄養食 

事指導、居宅療養管理指導等外来及び在宅での栄養指導対象者（予定を含む） 

を除いた上で健康状態（身体・精神）等から個別栄養支援の案内送付の可否 
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を確認する。 

(3) 該当者へ連絡 

ア (2)で適切と判断された対象者へ個別栄養支援の案内通知を送付する。 

イ 郵便はがき発送による案内後、対象者へ電話をし、本事業利用意向、かか 

りつけ医、ケアマネジャー等との連携について同意を得る。 

 (4) 個別栄養支援に必要な情報の把握 

個別栄養支援を希望する対象者については、担当ケアマネジャー等又は地域包 

括ケア推進課からかかりつけ医へ「医療と介護との連携マニュアル・多職種連 

携シート」にて栄養指導の必要性及び栄養指導に関するエネルギー量等指示事 

項の情報を得る。 

 (5) 訪問回数 

対象者の状況により６回を上限とし実施する。 

５ 支援内容 

(1) 栄養改善のための評価と助言 

ア 必要な栄養量の確保 

イ 栄養のバランス 

ウ 調理方法や食品の選択 

エ 病態別の栄養指導 

 (2) 支援関係者間での情報連携 

６ 記録 

(1) 個別栄養支援実施後、対象者ごとに記録を作成し、月ごとに所属長の決裁を 

受ける。 

(2) 地域包括ケア推進課フォルダ「フレイル予防推進事業」に保管する。 

(3) かかりつけ医、担当ケアマネジャー及び地域包括支援センターへ報告する。 

７ 評価 

  下記について、比較評価する。 

(1)  個別栄養支援において、初回と終了時に下記を評価する。 

ア 体重 

イ 主観的健康観 

ウ 食事摂取量 

(2)  約１年後 

ア 健診結果での体重、ＢＭＩや血清アルブミン値等 

イ 要介護認定の有無や変化 

８ 個人情報の取り扱いについて 



国保特定健診、後期高齢者健診及び介護保険認定情報を活用するため、国民健

康保険課、高齢者活躍支援課及び介護保険課へ記録情報目的外利用承認申請を行

う。 

 

■令和２年４月１日作成 
（地域包括ケア推進課） 

  



要支援者への個別栄養支援実施手順

地域包括ケア推進課

６５歳から７４歳の長野市国民健康保険加入者
国保特定健診結果データ

７５歳以上の後期高齢者医療制度加入者
後期高齢者健診結果データ

地域包括ケア推進課

①
該
当
者
の
抽
出

(１) 要支援認定を受けた人
(２) 健診実施月に65歳～84歳の人
(３) 血清アルブミン値3.8ｇ/dl以下
(４) 前年度より体重減少5.0％以上又は後期高齢者の質問票№６「６か月間で２～３kg以上の体重減少がありましたか」で「はい」と回答した人
ＢＭＩ（（体重（kg）/（身長（ｍ））２）20以下又は25以上の人を優先する。

次の①～④のすべてに該当する者を要支援者への個別栄養支援の該当者とする

地域包括支援センターへ該当者について電話連絡

決 定

地域包括支援センター

外来栄養食事指導、居宅療養管理指導等外来及び在宅での栄養指導利用者（予定を含む）を除く等、

健康状態（身体・精神）等から個別栄養支援の案内送付の可否を確認する。

可
否
確
認

②
案
内
文
送
付

Ⓐ ケアマネジャーがいる場合 Ⓑ 高齢者実態把握で関わっている場合 Ⓒ ⒶⒷ以外の場合

担当ケアマネジャー等
から連絡

初
回
連
絡

③
通
知
発
送

（１）個別栄養支援の案内通知（ハガキ）を送付する。（地域包括ケア推進課から日程調整の電話連絡がある旨の明記）
（２）該当者へ電話をし、次の２点を確認する。

・該当者の本事業利用意向

・かかりつけ医へ次の２点の確認についての同意（栄養指導の必要性の有無、エネルギー量等指示事項）

地域包括ケア推進課

（３）（２）で意向と同意が得られた場合、担当地域包括支援センター・ケアマネジャーとの連携について了承を得る。

担当ケアマネジャー等

担
当
者
相
談

④
情
報
把
握

（１）「⑤情報把握」実施者
（２）担当ケアマネジャー等の同行訪問の有無

地域包括ケア推進課より確認

担当ケアマネジャー等へ
連絡

担当者（ケアマネジャー） 又は 地域包括ケア推進課

⑤
情
報
把
握

かかりつけ医に次の①②を確認 「医療と介護との連携マニュアル・多職種連携シート」利用を想定
①栄養指導の必要性の有無
②エネルギー量等指示事項

担当ケアマネジャー等が情報を把握した場合、地域包括ケア推進課へ電話等で報告

地域包括ケア推進課

⑦
評
価

１年後の評価は、次の①～③について実施
① 体重・BMI
② 血清アルブミン値
③ 要介護認定の有無や変化

地域包括ケア推進課

⑥
訪
問
実
施

報 告

地域包括ケア推進課職員（管理栄養士）による初回訪問実施。
同行訪問の場合は担当ケアマネジャー等とも日程調整する。

初回訪問 ※６回を上限として実施
↓
３か月後、評価訪問

かかりつけ医、担当ケアマネジャー及び地域包括支援センターへ記録を送付（月毎）

支援内容
(1) 栄養改善のための評価と助言

・必要な栄養量の確保
・栄養のバランス
・調理方法や食品の選択
・病態別の栄養指導

(2) 支援関係者間での情報連携

【被相談者】
対象者本人

または
食事づくり担当の人
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オーラルフレイルの個別歯科支援実施要領 

 

１ 目的 
フレイル及びオーラルフレイルの可能性の高い市民を対象に、歯科衛生士が訪問等で、本人や家族

等へ口腔ケアの実践につながる助言等の積極的な支援を「フレイル高リスク対象者個別支援」の一つ

として行い、口腔機能向上及び口腔衛生改善によるフレイル予防及び介護予防の推進を図ることを目

的とする。 

 
２ 対象者 

(1) 及び(2) のうち個別歯科支援が必要な人 ただし、ＢＭＩ（（体重（kg）／（身長（ｍ））２）20 

以下の人を優先する。 

(1) 前年度後期高齢者歯科健診受診者のうち次のア及びイに該当する人 

ア 半年で体重減少２㎏以上 

  イ 口腔の機能や衛生面等で何らかの所見有 

(2) 当該年度後期高齢者健診受診者のうち次のアに該当し、かつイ又はウに該当する人 

  ア 後期高齢者健診質問票№６「６か月間で２～３㎏以上の体重減少がありましたか」で「はい」 

と回答 

イ 後期高齢者健診質問票№４「半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか」で「はい」 

と回答 

  ウ 後期高齢者健診質問票№５「お茶や汁物等でむせることがありますか」で「はい」と回答 

       

３ 従事者 

地域包括ケア推進課職員（歯科衛生士）が従事する。 

 

４ 実施方法 

後期高齢者歯科健診結果及び後期高齢者健診結果、国保データベースシステム（ＫＤＢ）を活用し、

フレイル及びオーラルフレイルのリスクの高い対象者について関係機関との連絡・調整を行った上で、 

個別訪問により、口腔ケア等の実践について助言をする。 

(1) 期間 

ア 健診結果データ入手の月から翌年３月末までとする。 

  イ 個別歯科支援の期間は約３か月とする。 

 (2) 対象者の抽出と決定 

  ア 高齢者活躍支援課から前年度の後期高齢者歯科健診データ及び当該年度の後期高齢者健診デ

ータを地域包括ケア推進課が受理し、パスワードを設定し、保管する。 

  イ 健診データから対象者の基準に基づき地区別に該当者一覧を作成する。 

  ウ 個別栄養支援と調整を図ったのち、地域別の該当者一覧を基に、健康課の後期高齢者健診保健

指導事業担当者へ電話をし、保健指導事業の対象者か否かを確認する。 

  エ ウで確認をした保健指導事業の対象者を除いた該当者について地域包括支援センターへ電話

をし、支援介入について確認をする。（歯科医師又は歯科衛生士による居宅療養管理指導を受け

ている人は除く。） 

  オ ウ及びエの確認を通し個別歯科支援の対象者を決定する。 

(3) 対象者へ連絡 

  ア 対象者へ個別歯科支援の案内を送付する。 

  イ 郵便はがき発送による案内後、対象者へ電話をし、訪問日時を決定する。また、地域包括支援

センターとの関わりの有無、担当ケアマネジャーの有無を確認する。 
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(4) 個別支援に必要な情報の把握 

ア ２の(1) の対象者については、当該年度後期高齢者健診結果データより、受診の有無、健康状

態を確認する。 

  イ 担当ケアマネジャー、かかりつけ医やかかりつけ歯科医等との情報連携が必要な際には、本人

の承諾を得た上で「医療と介護との連携マニュアル・多職種連携シート」等を活用し連携を行う。 

(5) 訪問回数  

  対象者の状況により６回を上限とし、実施する。 

 

５ 支援内容  

(1) 健診結果と訪問時のＢＭＩの変化や歯科受診の有無の確認 

(2) 口腔機能向上のための評価と助言 

ア 咀嚼能力（咀嚼能力判定ガム等） 

  イ 嚥下能力（反復唾液嚥下テスト） 

  ウ 口唇・舌・頬の運動機能評価（オーラルディアドコキネシス等） 

(3) 口腔衛生改善のための評価と助言 

ア 口腔内の状況（清掃状況、残存歯数、義歯の適合具合等） 

イ 口腔内の乾燥状態（簡易唾液分泌量検査） 

(4) フレイル予防「チェック＆ガイド」の活用 

  (5) 支援関係者間での情報連携 

 

６ 記録 

 (1) 訪問指導実施後、対象者ごとに記録を作成し、月ごとに所属長の決裁を受ける。 

 (2) 地域包括ケア推進課フォルダ「フレイル予防推進事業」に保管する。 

 (3) 連携状況に応じて、かかりつけ医、かかりつけ歯科医や担当ケアマネジャーに報告する。 

 

７ 評価  

  下記について、比較評価をする。 

(1) 訪問等による個別歯科支援において、初回と終了時に下記を評価する。 

ア 口腔機能や衛生面での変化（固いもの食べにくさ、飲み込み、口の渇き等）を問診、咀嚼能力

判定ガム、反復唾液嚥下テスト、簡易唾液分泌量検査等により評価をする。 

イ 主観的健康感 

ウ 食生活への変化（意欲や食べられる食材等） 

(2) 約 1 年後 

ア 健診結果での体重、ＢＭＩや血清アルブミン値等 

イ 要介護認定の有無や変化 

 

８ 個人情報の取り扱いについて 

  後期高齢者歯科健診、後期高齢者健診、介護保険認定情報を活用するため、高齢者活躍支援課及び

介護保険課へ目的外利用承認申請を行う。 

 

■ 令和２年４月１日作成 

（地域包括ケア推進課） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

結果分析 健診結果で評価 
認定状況の確認 

記録・評価・報告（月ごと） 

最終訪問時（3 か月後） 
・ 評価 
・ チェック＆ガイドの実施 

チラシ等を見て相談希望の連絡が 
あった場合は随時対応 

対応表に記録 

セルフチェック表、 
相談会チラシ等を 
ポスティング 

セルフチェック表、 
相談会チラシ等を 
お渡し 

不在の場合 在宅だが対応を 
拒否された場合 

在宅で対応受入の 
場合 

対象者自宅へＤＨ訪問 

必要に応じ、 
ＰＴ・ＯＴ、管理栄養士の支援 

・ チェック＆ガイド実施（多職種支援の確認） 
・ 相談会チラシをお渡し 

２回目以降訪問 
状況により６回を上限とし実施 

次回訪問について 

・ＢＭＩの変化やその後の歯科受診継続の有無 
・口腔機能面・口腔衛生面の問診や観察等の実施、 

助言 

対象者自宅へＤＨ訪問 

個別支援に必要な情報の把握 
・当該年度後期高齢者健診結果データより、健診受診の有無、健康状態を確認 
・必要に応じ、かかりつけ医、かかりつけ歯科医、ＣＭ等と情報連携 
（医療と介護との連携マニュアル・多職種連携シート） 

対象者へ電話 

対象者の決定・「個別歯科支援」案内（ハガキ）の送付 

【地域包括支援センター】該当者の支援介入について確認 
（保健指導事業の対象者及び居宅療養管理指導を受けている人を除く） 

【健康課】該当者が保健指導事業の対象者か否かの確認 

高齢者活躍支援課より前年度後期高齢者歯科健診結果データ入手 

データ集計、該当者の抽出、該当者一覧表作成 
（該当条件）ア 半年で体重減少２㎏以上 

イ 口腔の機能や衛生面等で何らかの所見あり 
（ＢＭＩ20 以下を優先） 

希望なし 希望あり 

６月頃 健康課、地域包括支援センター、居宅支援事業所に事業の周知 

１年後 

いずれも該当 

１．前年度後期高齢者歯科健診受診者への対応 

Ｒ２年度 オーラルフレイルの個別歯科支援 実施手順 

要介護認定者以外の場合 
要介護認定者の場合 

対象者へ訪問日時の案内通知(はがき)の送付 

・訪問日時の決定 
・地域包括支援センター、担当ＣＭの確認 

電話がつながらない（出ない）場合 
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結果分析 健診結果で評価 
認定状況の確認 記録・評価・報告（月ごと） 

最終訪問時（3 か月後） 
・評価 
・チェック＆ガイドの実施 

必要に応じ、 
ＰＴ・ＯＴ、管理栄養士の支援 

・チェック＆ガイド実施（多職種支援の確認） 
・相談会チラシをお渡し 

２回目以降訪問 
状況により６回を上限とし実施 

次回訪問について 

チラシ等を見て相談希望の連絡が 
あった場合は随時対応 

対応表に記録 

セルフチェック表、 
相談会チラシ等を 
ポスティング 

セルフチェック表、 
相談会チラシ等を 
お渡し 

・ＢＭＩの変化やその後の歯科受診継続の有無 
・口腔機能面・口腔衛生面の問診や観察等の実施、 
助言 

不在の場合 在宅だが対応を 
拒否された場合 

在宅で対応受入の 
場合 

対象者自宅へＤＨ訪問 

個別支援に必要な情報の把握 
必要に応じ、かかりつけ医、かかりつけ歯科医、ＣＭ等と情報連携 
（医療と介護との連携マニュアル・多職種連携シート） 

対象者へ電話 

対象者の決定・「個別歯科支援」案内(はがき)の送付 

希望あり 

支援関係者にて情報共有 
（個別歯科支援へ） 

個別栄養支援へ 

管理栄養士より包括支援センターに歯科と

栄養の支援介入について確認 

【地域包括支援センター】 
該当者の支援介入について確認 
（保健指導事業の対象者及び居宅療養 
管理指導を受けている人を除く） 

【健康課】 
該当者が保健指導事業の対象者か否かの確認 

個別栄養支援該当者と突合 

後期高齢者歯科健診結果データの対象者と突合し、重複のない人のみ取り出す 

データ集計、該当者の抽出、該当者一覧表作成 
（該当条件）ア 後期高齢者健診質問票 No．6 で「はい」と回答 

イ 後期高齢者健診質問票 No．4 で「はい」と回答 
ウ 後期高齢者健診質問票 No．5 で「はい」と回答 
（ＢＭＩ20 以下を優先） 

重複あり 重複なし 

国民健康保険課より当該年度後期高齢者健診結果データ入手（結果が出たものから随時） 

アに該当し、 
かつイ又はウに該当 

２．後期高齢者健診受診者への対応 

希望なし 

対象者自宅へＤＨ訪問 

電話がつながらない（出ない）場合 

１年後 

対象者へ訪問日時の案内通知(はがき)の送付 

・訪問日時の決定 
・地域包括支援センター、担当ＣＭの確認 

要介護認定者以外の場合 
要介護認定者の場合 



２ 介第 251 号  

令和２ 年（ 2020 年） ７ 月 27 日  

 

社会福祉施設等の長 様 

 

 

                        長野県健康福祉部長 

                          （ 公印省略）  
 

社会福祉施設等における 感染防止策の徹底について  

 

日頃から 、 本県の高齢者福祉施策に御理解、 御協力を 賜り 、 厚く 御礼申し 上げま

す。  

また、新型コ ロ ナウイ ルス感染症対策に関する 感染防止策等に格別の御高配を 賜

り 、 重ねて御礼申し 上げます。  

最近、 県内医療機関において 医療従事者に感染者が発生し たこ と から 、 ７ 月 16

日付け２ 介第 234 号「 新型イ ン フ ルエン ザ等対策特別措置法第 24 条第９ 項に基づ

く 感染防止策の徹底等について 」（ 新型コ ロ ナウイ ルス感染症長野県対策本部長通

知） を 踏まえ、あら ためて感染防止策について徹底し ていただく よ う お願いし ます。 

その際、貴施設等における 取組状況を 確認し ていただける よ う チェ ッ ク リ スト を

作成し ま し たので、 ご活用願います。  

なお、 感染防止策の徹底の継続にあたっ ては下記の通知を 参考と し てく ださ い。 

また、 新型コ ロ ナウイ ルスについては、 日々状況が変化し ていますので、 引き 続

き 、 最新かつ正確な情報の収集にご留意願います。  

 

記 

 

○「 社会福祉施設等における 感染拡大防止のための留意点について（ その２ ）」  

（ 令和２ 年４ 月７ 日付け厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡）  

○「 介護老人保健施設等における 感染拡大防止のための留意点について」  

（ 令和２ 年５ 月４ 日付け厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡）  

○「「 新型コ ロ ナウイ ルス感染症についての相談・ 受診の目安」 の改訂について」

（ 令和２ 年５ 月 11 日付け厚生労働省こ ど も 家庭局総務課少子化総合対策室ほ

か連名事務連絡）  

 

 

 

 

担 当 介護支援課サービ ス係、 施設係 

（ 課長） 篠原 長久 

（ 担当） 山本 哲也、 奥原 清恵 

電 話 026-235-7121、 7113 

ﾌｧｸｼﾐﾘ 026-235-7394 

電子ﾒ ﾙー kai go-shi en@pr ef . nagano. l g. j p 

 

別紙２

mailto:kaigo-shien@pref.nagano.lg.jp


確認日 Ｒ２年 月 日 確認者

法人名 法人の所在地

事業所名 事業所番号

事業所所在地 電話番号

サービス種別 利用者数

 有 サービス種類

 無

備考

確認結果

1

2

3

4

5

6

7

　職場はもとより、職場外でも、換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に
集団で集まることを避ける等の対応を周知徹底している。

　過去に発熱が認められた場合は、解熱後24時間以上経過し、咳などの呼吸器
症状が改善傾向となるまでは同様の取扱いとし、引き続き健康状態に留意してい
る。

　マスクの着用を含む咳エチケットや手洗い、アルコール消毒等を徹底している。

３　ケア等の実施時の取組

２　職員※の取組
　　※利用者に直接サービスを提供する職員だけでなく、事務職や送迎を行う職員等、当該事業所の全ての職員や
　　　ボランティア等を含む。

〇感染症対策の再徹底

〇感染対策の再徹底

項目及び確認事項

　ケア記録（体温、症状等がわかるもの）、勤務表等の記録を整備している。

　各自出勤前に体温を計測し、発熱等の症状がある場合には、出勤を行わないこ
とを徹底している。

新型コロナウイルス感染症に係る予防策の取組状況チェックリスト（居宅を訪問して行うサービス）

併設事業所
→　事業所名

１　施設等における取組

　職員が感染源とならないよう、症状がない場合でも利用者と接する際にはマスク
を着用している。
　事務所内等でマスクをはずして飲食する場合、他の職員と一定の距離を保つよ
う徹底している。

　サービス提供に先立ち、利用者本人・家族又は職員が利用者本人の体温を計
測し（可能な限り事前に計測することが望ましい）、発熱の場合は、適切な受診等
を促すとともに、サービス提供に当たっては、以下の点に留意して実施している。
　・保健所とよく相談した上で、居宅介護支援事業所や相談支援事業所等と連携
し、サービスの必要性を再度検討の上、感染防止策を徹底
　・サービスを提供する者のうち、感染した際に重篤化する恐れが高い、基礎疾患
を有する者等に対する勤務上の配慮
　・サービス提供前後における手洗い、マスクの着用、エプロンの着用、必要時の
手袋の着用、咳エチケットを徹底
　・事業所内でもマスクを着用する等、感染機会を減らすための工夫
　・可能な限り担当職員を分けての対応や、訪問順に配慮する等の対応

〇基本的な事項

４　事前準備について

　感染者等が発生した場合の対応が必要になった場合に備え事前準備を実施し
ている。
・生活空間等の区分けに係るシミュレーションの実施
・人員体制に関する関係者との相談
・不足している衛生物資の購入
・感染者が発生した場合の対応方針を入所者や家族と共有



確認結果項目及び確認事項

8

9

10
　また、上記感染者数が2.5人を上回っている都道府県への往来を控えることを検
討するよう、利用者に周知徹底している。

５　長野県新型コロナウイルス感染症対応方針（７月10日～７月31日）等を受けた対応

　直近１週間の人口10万人当たりの新規感染者数が1.0人を上回っている都道府
県への往来については、慎重な行動をとることを、職員や利用者に周知徹底して
いる。

　上記感染者数が2.5人を上回っている都道府県への往来については必要性をあ
らためて検討し、慎重に判断するよう職員に周知徹底している。



確認日 Ｒ２年 月 日 確認者

法人名 法人の所在地

事業所名 事業所番号

事業所所在地 電話番号

サービス種別 定員（利用者数）

 有 サービス種類

 無

備考

確認結果

1

2

3

4

5

6

7

8

9

新型コロナウイルス感染症に係る予防策の取組状況チェックリスト（通所・短期入所等のサービス）

併設事業所
→　事業所名

１　施設等における取組

　職員が感染源とならないよう、症状がない場合でも利用者と接する際にはマスク
を着用している。
　食堂や詰め所でマスクをはずして飲食する場合、他の職員と一定の距離を保つ
よう徹底している。

　ケア等を実施する場合は、「３つの密」を避けるため、以下の点に留意して実施
している。
　・可能な限り同じ時間帯、同じ場所での実施人数を縮小
　・定期的な換気
　・互いに手を伸ばせば届く範囲以上の距離の確保
　・声を出す機会の最小化、声を出す機会が多い場合のマスク着用
　・清掃の徹底、共有物（手すり等）の消毒の徹底
　・職員、利用者ともに手洗い、アルコール消毒による手指消毒の徹底

〇施設への立ち入り

２　職員※の取組
　　※利用者に直接サービスを提供する職員だけでなく、事務職や送迎を行う職員等、当該事業所の全ての職員や
　　　ボランティア等を含む。

　マスクの着用を含む咳エチケットや手洗い、アルコール消毒等を徹底している。

３　ケア等の実施時の取組

〇送迎時等の対応等

〇基本的な事項

〇感染症対策の再徹底

〇感染対策の再徹底

項目及び確認事項

　ケア記録（体温、症状等がわかるもの）、勤務表、施設内に出入りした者等の記
録を整備している。
　また、症状出現後に接触者リストを作成するための諸記録の準備をしている。

　委託業者等による物品の受け渡し等は玄関など施設の限られた場所で行い、施
設内に出入りさせる場合については、体温を計測してもらい、発熱の場合は出入
りを断っている。

　業者等の施設内に出入りした者の氏名・来訪日時・連絡先について記録してい
る。

　過去に発熱が認められた場合は、解熱後24時間以上経過し、咳などの呼吸器
症状が改善傾向となるまでは同様の取扱いとし、引き続き健康状態に留意してい
る。

　職場はもとより、職場外でも、換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に
集団で集まることを避ける等の対応を周知徹底している。

　各自出勤前に体温を計測し、発熱等の症状がある場合には、出勤を行わないこ
とを徹底している。



確認結果項目及び確認事項

10

11

12

13

14

15

16

17

18

５　長野県新型コロナウイルス感染症対応方針（７月10日～７月31日）等を受けた対応

　上記感染者数が2.5人を上回っている都道府県への往来については必要性をあ
らためて検討し、慎重に判断するよう職員に周知徹底している。

　また、上記感染者数が2.5人を上回っている都道府県への往来を控えることを検
討するよう、利用者に周知徹底している。

　リハビリテーション、機能訓練等を実施する場合は、「３つの密」を避けるため、
以下の点に留意して実施している。
　・可能な限り同じ時間帯、同じ場所での実施人数を縮小
　・定期的な換気
　・互いに手を伸ばせば届く範囲以上の距離の確保
　・声を出す機会の最小化、声を出す機会が多い場合のマスク着用
　・清掃の徹底、共有物（手すり等）の消毒の徹底
　・職員、利用者ともに手洗い、アルコール消毒による手指消毒の徹底

　直近１週間の人口10万人当たりの新規感染者数が1.0人を上回っている都道府
県への往来については、慎重な行動をとることを、職員や利用者に周知徹底して
いる。

４　事前準備について

　感染者等が発生した場合の対応が必要になった場合に備え事前準備を実施し
ている。
・生活空間等の区分けに係るシミュレーションの実施
・人員体制に関する関係者との相談
・不足している衛生物資の購入
・感染者が発生した場合の対応方針を入所者や家族と共有

　利用者等について、新型コロナウイルス感染症を疑った場合は、早急に個室隔
離し、保健所の指導の下、感染対策を実施し、標準予防策、接触予防策、飛沫感
染予防策を実施することとしている。

〇リハビリテーション等の実施の際の留意点

　送迎時は、窓を開ける等換気に留意している。送迎後に利用者の接触頻度が高
い場所（手すり等）を消毒している。

　発熱により利用を断った利用者については、当該利用者を担当する居宅介護支
援事業所や相談支援事業所等に情報提供を行っている。（当該居宅介護支援事
業所等と連携し、必要に応じ、訪問介護等の代替サービスの提供を受けられるよ
うに配慮している。）

　送迎に当たっては、送迎車に乗る前に、本人・家族又は職員が本人の体温を計
測し、発熱が認められる場合には、利用を断る取扱いとしている。

　過去に発熱が認められた場合は、解熱後24時間以上経過し、呼吸器症状が改
善傾向となるまでは同様の取扱いとし、引き続き健康状態に留意している。



確認日 Ｒ２年 月 日 確認者

施設名 事業所番号

サービス種別 居室類型

入所定員 入所者数

確認結果

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

　面会は、緊急やむを得ない場合を除き、制限している。

　面会させる場合でも、体温を測定してもらい、発熱の場合は面会を断っている。

　面会者や業者等の施設内に出入りした者の氏名・来訪日時・連絡先について記
録している。

〇感染症対策の再徹底

３　リハビリテーション等の実施の際の留意点

新型コロナウイルス感染症に係る予防策の取組状況チェックリスト（入所施設・居住系サービス）

　委託業者等についても、物品の受け渡し等は玄関など施設の限られた場所で行
い、施設内に出入りさせる場合については、体温を計測してもらい、発熱の場合は
出入りを断っている。

１　施設等における取組

２　職員※の取組
　　※利用者に直接サービスを提供する職員だけでなく、事務職や送迎を行う職員、調理員等、当該事業所の全ての職員や
　　　ボランティア等を含む。

〇面会及び施設への立ち入り

項目及び確認事項

　日頃から利用者の健康の状態や変化の有無等に留意している。

　ケア記録（体温、症状等がわかるもの）、勤務表、施設内に出入りした者等の記
録を整備している。
　また、症状出現後に接触者リストを作成するための諸記録の準備をしている。

　感染症等防止のための対策を検討する委員会を開催し、感染拡大防止に向け
た取組方針の再検討や各施設における感染症等まん延防止のための指針に基
づく取組の再徹底を行っている。

　リハビリテーション、機能訓練等を実施する場合は、「３つの密」を避けるため、以
下の点に留意して実施している。
　・可能な限り同じ時間帯、同じ場所での実施人数を縮小
　・定期的な換気
　・互いに手を伸ばせば届く範囲以上の距離の確保
　・声を出す機会の最小化、声を出す機会が多い場合のマスク着用
　・清掃の徹底、共有物（手すり等）の消毒の徹底
　・職員、利用者ともに手洗い、アルコール消毒による手指消毒の徹底

　マスクの着用を含む咳エチケットや手洗い、アルコール消毒等を徹底している。

　職員が感染源とならないよう、症状がない場合でも利用者と接する際にはマスク
を着用している。
　食堂や詰め所でマスクをはずして飲食する場合、他の職員と一定の距離を保つ
よう徹底している。

　出勤前に体温を計測し、発熱等の症状が認められる場合には出勤しないことを
徹底している。

　過去に発熱が認められた場合は、解熱後24時間以上経過し、咳などの呼吸器
症状が改善傾向となるまでは同様の取扱いとし、引き続き健康状態に留意してい
る。

　職場外でも、換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に集団で集まるこ
とを避ける等の対応を周知徹底している。

４　事前準備について

　感染者等が発生した場合の対応が必要になった場合に備え事前準備を実施し
ている。
・生活空間等の区分けに係るシミュレーションの実施
・人員体制に関する関係者との相談
・不足している衛生物資の購入
・感染者が発生した場合の対応方針を入所者や家族と共有



確認結果項目及び確認事項

14

15

16

17

　利用者等について、新型コロナウイルス感染症を疑った場合は、早急に個室隔
離し、保健所の指導の下、感染対策を実施し、標準予防策、接触予防策、飛沫感
染予防策を実施することとしている。

　直近１週間の人口10万人当たりの新規感染者数が1.0人を上回っている都道府
県への往来については、慎重な行動をとることを、職員や利用者に周知徹底して
いる。

　上記感染者数が2.5人を上回っている都道府県への往来については必要性をあ
らためて検討し、慎重に判断するよう職員に周知徹底している。

　また、上記感染者数が2.5人を上回っている都道府県への往来を控えることを検
討するよう、利用者に周知徹底している。

５　長野県新型コロナウイルス感染症対応方針（７月10日～７月31日）等を受けた対応



２ 高第 802 号 

令和２ 年８ 月３ 日 

 

訪問系サービス事業所の長 様 

  

長野市保健福祉部高齢者活躍支援課長 

 

新型コ ロナウイ ルス感染症の濃厚接触者と なっ た利用者に対する対応について（ 通知）  

 

 平素より 、 介護サービス事業所の適切な運営に御尽力いただき まし て厚く お礼申し 上げます。 

 また、 新型コ ロナウイ ルス感染症対策につき まし て、 日々、 多大な御尽力、 御協力をいただ

き 、 重ねてお礼申し 上げます。  

 新型コ ロナウイ ルス感染症感染拡大防止対策のため、 濃厚接触者等に対応するための衛生資

材が必要と なっ た場合には、 原則と し て県において進めている備蓄（ 長野市にあっ ては長野市

に備蓄） から 支援いたし ますので、 下記についてご確認く ださ い。  

  

記 

 

１  濃厚接触者と なっ た訪問系サービス利用者の情報について 

  長野市内に居住し ている高齢者（ 在宅で介護・ 見守り が必要な者） が新型コ ロナウイ ルス

感染症の濃厚接触者と 判断さ れた場合は、 利用者本人又は家族から 介護サービスを 利用し て

いる事業所等に対し 濃厚接触者である 状況を 申し 出るよう 保健所から 説明があり ますので、 

 感染拡大防止のための措置を講じ たう えで必要なサービス提供を おこ なっ てく ださ い。  

 

２  備蓄品から 支援する衛生資材 

  アイ ソ レ ーショ ンガウン、 フ ェ イ スシールド 、 手袋、 マスク  

 

３  衛生資材の配布（ 使用） 基準 

社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について（ その２ ）（ 令和２ 年４ 月

７ 日付け厚生労働省事務連絡） に基づき 、 衛生資材を 配布いたし ます。  

対象 濃厚接触者への対応 必要な衛生資材 備蓄等から の支援 

訪問介護等の

必要性が認め

ら れ、 濃厚接

触者等と な っ

た 利用者にサ

ービ ス 提供す

る場合。  

職員は使い捨て 手袋と

マ ス ク を 着用。 飛沫感

染のリ スク が高い状況

で は、 必要に応じ て ゴ

ーグル、 ガウン 等を 着

用。  

・ 手袋 

・ 消毒液 

・ マスク  

・ フ ェ イ スシールド  

・ アイ ソ レ ーショ ン

ガウン 

原則と し て、必要と な

る衛生資材は、高齢者

活躍支援課から 配布。 

※市場に て 適正価格

で 購入で き る 衛生

資材に つ い て は支

援対象外。  

注） R2.4.7 付け「 社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について（ その２ ）」 の P20 及

び P27 を加工し て作成。  

 

４  衛生資材の配布方法について 

濃厚接触者等にサービス提供するこ と になっ た場合には、 高齢者活躍支援課と 調整し な

がら 、 衛生資材を 受領し ていただく こ と になり ます。  
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５  その他 

「 介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業」  

   濃厚接触者に対応し た訪問系サービス事業所には、 濃厚接触者に対応し たこ と によ

り 発生し た追加経費を、 上記事業で補助いたし ます。 交付申請等については、 改めて

ご案内いたし ます。  

長野市保健福祉部高齢者活躍課 

介護施設担当  ：  宇賀神・ 青沼・ 青木 

電話： 224-5094 FAX ： 224-5126 

Mai l ： kour ei @ci t y. nagano. l g. j p 

mailto:kourei@city.nagano.lg.jp


２ 介第 266 号  

      令和２ 年（ 2020 年） ８ 月３ 日  

 

社会福祉施設等の長 様 

 

新型コ ロナウイ ルス感染症長野県対策本部 

本部長 阿 部  守 一 

 

 

長野県全域の感染警戒レベルを レベル２ に引き 上げたこ と に伴う  

メ ッ セージについて 

 

 

 日頃は、 本県の高齢者福祉施策に御理解、 御協力を賜り 、 厚く 御礼申し 上げます。  

 また、新型コ ロナウイ ルス感染症対策に関する感染防止策等に格別の御高配を賜り 、重ねて

御礼申し 上げます。  

 当県では、 ７ 月 29 日に開催し た新型コ ロナウイ ルス感染症長野県対策本部会議におい

て、 長野県全域の長野県新型コ ロナウイ ルス感染症・ 感染警戒レ ベルを レベル１ （ 域内発

生早期） から レベル２ （ 域内感染発生期） に引き 上げるこ と を 決定し まし た。  

また、 レ ベル２ に引き 上げたこ と により 、 県民及び事業者に対し て注意喚起を 行う ため

のメ ッ セージを上記会議で別添のと おり 決定し まし た。  

つき まし ては、別添のメ ッ セージについて内容をご確認のう え、引き続き感染拡大の防止に

努めていただく よう お願いし ます。  

なお、 患者・ 感染者、 医療機関や福祉施設等で治療等に携わっ ている方々、 交通機関や物流

など県民生活の維持に必要な業務に従事さ れている方々やその家族に対し 、人権侵害が起きな

いよう 配慮いただく と と も に、感染拡大し ている地域に居住する方々や当該地域と 行き来さ れ

ている方々に対し 、 不当な差別的取扱いや誹謗中傷を行わないよう 、 併せてご配意願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

  

担  当  介護支援課施設係  

（ 課長） 篠原 長久 （ 担当） 竹田 裕美 

電  話   ０ ２ ６ －２ ３ ５ －７ １ １ ３  

ﾌｧｯｸｼﾐﾘ   ０ ２ ６ －２ ３ ５ －７ ３ ９ ４  

電子ﾒ ﾙー    kai go-shi en@pr ef . nagano. l g. j p 
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長野県全域の感染警戒レ ベルを レベル２ に引き 上げます 

 

令和２ 年７ 月 29 日  

新型コ ロナウイ ルス感染症長野県対策本部長  

 

１  趣旨 

新型コ ロナウイ ルス感染者が増加し ており 、 ７ 月 28 日に、 長野県と し て直近１ 週

間の人口 10 万人当たり 新規感染者数が 0. 4 人を 超えまし た。 今後、 感染が拡大する

おそれがある ため、 長野県全域の新型コ ロ ナウイ ルス 感染症・ 感染警戒レ ベルを

「 Level ２ （ 域内感染発生期）」 に引き 上げ、 全県に「 新型コ ロナウイ ルス注意報」 を

発令し ます。  

 

２  県内にお住まいの又は訪問さ れる皆様へのお願い 

県内にお住まいの方、あるいはお勤めや通学、通院、買い物等で訪問さ れる皆様へ、

気を つけてほし い点は以下の５ 点です。  

 

 

 

 

 

 

 

① 感染者が多数発生し ている地域と の往来に当たっ ては十分ご注意く ださ い 

（ 1）直近１ 週間の人口 10 万人当たり 新規感染者数が 1. 0 人を 上回っ ている 都道府県 

・ 基本的な感染防止策を徹底するなど、 慎重な行動を お願いし ます。  

（ 2）直近１ 週間の人口 10 万人当たり 新規感染者数が 2. 5 人を 上回っ ている 都道府県 

・ 往来の必要性を 改めて検討し てく ださ い。  

・ 高齢者等の重症リ スク の高い方の往来は控えるこ と を検討し てく ださ い。  

なお、 夏季における帰省については、 風邪症状などの体調の異変がある場合は控

えるよう 、 また、 感染の拡大し ている地域から の帰省は慎重に対応するよう ご家族

を 通じ て呼びかけを お願いし ます。  

また、 感染拡大が懸念さ れている地域を含め、 他県から 当県へ来訪し た方は、 基

本的な感染防止策を 徹底し 、 旅行中に風邪等の症状が現れたら 、 直ちに最寄り の有

症状者相談窓口にご相談く ださ い。  

 

② 信州版「 新たな日常のすゝ め」 に沿っ た行動を 徹底し てく ださ い 

新型コ ロナウイ ルス感染症が、 飛沫や接触により ウイ ルスが目・ 鼻・ 口から 入っ

て感染するこ と を 踏まえ、 感染を 防止するための行動を 自ら 考え、 実践するよ う お

願いし ます。  

感染防止の３ つの基本（ 身体的距離の確保、 人込み等でのマスク 着用、 手洗い・

手指消毒） を 徹底する と と も に、 ク ラ スタ ー（ 集団感染） 発生リ スク が高い「 ３ つ

の密」 を 回避し 、 毎日の健康チェ ッ ク を欠かさ ず行う など、 信州版「 新たな日常の

すゝ め」 に沿っ た行動を 徹底し てく ださ い。 高齢者など重症化リ スク が高い方は、

特にご留意く ださ い。  

  

① 感染者が多数発生し ている地域と の往来に当たっ ては十分ご注意く ださ い 

② 信州版「 新たな日常のすゝ め」 に沿っ た行動を徹底し てく ださ い 

③ 発熱等の症状があり 、 心配な時は速やかに保健所等に電話でご相談く ださ い 

④ 重症化し やすい方を 守っ てく ださ い 

⑤ 事業所での対策の徹底を お願いし ます 

 



③ 発熱等の症状があり 、 心配な時は速やかに保健所等に電話でご相談く ださ い 

新型コ ロナウイ ルス感染症の初期の症状は、 風邪と 見分けがつき ません。 定期的

な検温など健康観察を行っ ていただく と と も に、発熱等の症状がある場合には外出

を 控え、 心配な時は速やかに保健所やかかり つけ医に電話でご相談く ださ い。  

また、 医療機関において感染が発生すれば、 医療従事者の感染を招く など、 医療

供給体制のひっ 迫を 招き かねません。 そのため、 直接医療機関を 受診するこ と は避

けてく ださ い。  

 

④ 重症化し やすい方を守っ てく ださ い 

ご家族や周囲に高齢者や持病がある 方など重症化リ スク が高い方がいら っ し ゃ

る場合には、「 ウイ ルスを う つさ ない」 意識を持っ て行動をお願いし ます。  

また、 病院や高齢者施設、 障がい者施設においては、 重症になり やすい患者や利

用者の安全を 守る上で、 外部から ウイ ルスを 持ち込まないこ と が特に重要です。 お

見舞いや面会については、 症状のない方も 含めてでき るだけ控えてく ださ い。  

 

⑤ 事業所での対策の徹底を お願いし ます 

不特定多数の方が利用する 事業者の皆様にあっ ては職場における 感染拡大防止

について改めて徹底いただく と と も に、従業員お一人お一人に感染予防のための行

動を 促し ていただく よう お願いし ます。   

具体的には、 職場内での３ 密を 避ける、 従業員の健康観察、 発熱等がある場合の

休暇取得、 時差出勤や在宅勤務・ テレ ワーク の活用、 感染拡大地域への出張の再検

討などを 一層徹底いただく よう お願いし ます。   

特に、 不特定多数の方が利用さ れる施設にあっ ては、 業種ごと のガイ ド ラ イ ンを

遵守いただいた上で「 新型コ ロナ対策推進宣言」 を 行っ ていただく よう 、 改めてお

願いいたし ます。  

 

以上の点に十分ご留意いただき 、 自ら を 感染から 守ると と も に、 自ら が感染源と な

っ て感染を 拡大さ せるこ と がないよう 、皆様の一層のご理解と ご協力を お願いいたし

ます。  

 

県では、市町村等と 連携し てまん延防止のための対策や医療提供体制及び検査体制

の充実を 一層推進すると と も に、 県民の皆様への働き かけを 徹底し てまいり ます。  

 

 



 

介 護 保 険 最 新 情 報 

 

 
 
 
 

Vol.８６１    

令和２年７月３１日 

厚生労働省老健局高齢者支援課 
 

貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

 

各都道府県介護保険担当課（室） 
各市町村介護保険担当課（室）  御 中 

← 厚生労働省 老健局高齢者支援課 

今回の内容 
 

令和３年１月貸与分から適用される福祉用具の 

全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表 

について 

計１枚（本紙を除く） 

連絡先  TEL : 03-5253-1111(内線 3985) 

FAX : 03-3595-3670 
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事 務 連 絡 

    令和２年７月 31 日 

都道府県 

各 指定都市 介護保険主管課（室） 御中 

中 核 市 

 

                         厚生労働省老健局高齢者支援課 

 

令和３年１月貸与分から適用される福祉用具の全国平均貸与価格及び 

貸与価格の上限の公表について（新商品に係る分） 

 

日頃より、介護保険行政に御尽力いただき、厚く御礼申し上げます。 

福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表については、「本年 10 月貸与

分から適用される福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表について」（平

成31年４月24日当課事務連絡）でお伝えしたとおり、新商品について３ヶ月に１度の頻

度で全国平均貸与価格の公表や上限価格を設けることとしております。 

この度、令和３年１月貸与分から適用される新商品に係る福祉用具の全国平均貸与価

格及び上限価格について、下記のとおりお知らせします。 

都道府県、指定都市及び中核市の担当課室におかれましては、管内市町村及び福祉用具

貸与事業者等に対し、広く周知いただくとともに、遺漏なく御対応願います。 

 

 

記 

 

令和３年１月貸与分より新たに全国平均貸与価格及び上限価格が適用される商品（新

商品のみ）及びその価格の掲載先について 

  厚生労働省のホームページに掲載していますので、以下を御参照いただきますよう

お願いします。 

 

   掲載先（厚生労働省ホームページ） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html 

本内容は、公益財団法人テクノエイド協会のホームページでも掲載しています。 

http://www.techno-aids.or.jp/tekisei/index.shtml 

 

 

 【厚生労働省担当】 

  厚生労働省老健局 高齢者支援課 

福祉用具・住宅改修係 

電   話：03-5253-1111（内3985） 

e-mail： fukushiyougu@mhlw.go.jp 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html
http://www.techno-aids.or.jp/tekisei/index.shtml
mailto:fukushiyougu@mhlw.go.jp

